
　　　　　　　　　　　令和4年度
市・府民税（個人住民税）主な改正点

【住宅ローン控除の特例の延長】
　消費税率10％の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例
期間が、令和4年12月31日まで2年間延長になりました。
　また、上記に該当する場合で床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅についても、適用を
受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用
を受けることができるようになります。

（＊1）…特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10％の場合に限ります。
令和３年12月31日までに入居で、取得時の消費税率が10％ではない場合、控除期間は10年になります。
（＊2）…特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日～令和3年9月30日に、分譲住宅等は令和2年
12月1日～令和3年11月30日に契約する必要があります。
【セルフメディケーション税制の見直し】
　対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長され
ました。（令和5年度課税から適用）

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力ください
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▲エルタックス
QRコード

入居した年月 平成21年1月1日～
令和元年9月30日

令和元年10月1日～
令和2年12月31日

令和3年1月1日～
令和4年12月31日

控除期間 10年 13年（＊1） 13年（＊1）（＊2）

この広告掲載についてのお問い合わせは、株式会社 宣成社（☎06-6222-6888）へこの広告掲載についてのお問い合わせは、合同会社 IM総合企画（☎072-275-5449）へ
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税務署からのお知らせ
問合先　泉佐野税務署（☎462-3471）

■令和3年分所得税などの確定申告
　申告会場では新型コロナウイルス感染症の感染予防策を実施するため、申告
書の作成や提出に時間がかかる場合があります。申告書は国税庁ホームページ
で作成し、e-Tax送信していただくか、郵送による提出をご利用ください。
相談・申告会場の受付　2月16日㈬～ 3月15日㈫（閉庁日除く）
※相談受付は午後4時まで
注意事項
●申告相談には、当日署で配付する入場整理券が必要です。整理券などが予定
枚数に達した場合は、早期に相談受付を終了します。
●駐車場は大変混雑しますので、車での来場はできるだけご遠慮ください。
●3密を避けるため、建物の外で長時間お待ちいただく場合があります。
●新型コロナウイルス感染状況などにより、開設期間などを変更する場合があります。事前に国税庁ホームペー
ジ（https://www.nta.go.jp）を確認してください。
■マイナポータルを活用して所得税の確定申告を簡単・便利に
　令和3年1月からマイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得
し、所得税申告書へ自動入力することが可能となりました。令和4年1月からは「ふるさと納税」
「地震保険料控除証明書」、2月上旬からは「医療費（令和3年分については、令和3年9月から
12月分）」のデータが新たに取得可能となります。
　ご利用に当たっては、マイナンバーカードの取得とマイナポータルの利用者登録が必要です。
ぜひ、マイナンバーカードを取得し、ご利用ください。詳しくは、国税庁ホームページ「マイ
ナポータル連携特設ページ」（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/
mynapo.htm）をご覧ください。

■給与所得者や年金受給者のための申告会場
日時　2月2日㈬～10日㈭ 午前10時～午後3時（土・日曜日除く）
申告会場　イオンモールりんくう泉南 2階イオンホール
整理券配付場所・時間　1階セントラルコート・午前９時30分～（先着順）
※申告書の作成・相談を希望する人は「1階セントラルコート正面入口」から順
に並んでください。
注意事項
●申告相談には入場整理券が必要です。整理券が予定枚数に達した場合は、早期
に相談受付を終了します。

●申告書などの提出のみの人は郵送での提出またはe-Taxによる送信をお願いします。
●感染状況などにより、会場開設を中止する場合や時間など変更する場合が
あります。
※2月5日㈯・6日㈰に開催する申告相談会（要事前予約）は、近畿税理士会
泉佐野支部が主催するもので、給与所得者や年金受給者の人だけでなく、事
業所得や譲渡所得がある人や資産の贈与を受けた人も相談できますが、申告
書の提出はできません。詳しくは1月17日㈪～31日㈪（平日 午前10時～午
後3時）に近畿税理士会泉佐野支部事務局（☎468-8068）またはｅメール：
sanoshibu@poem.ocn.ne.jpまで問い合わせてください。
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イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力ください

広報いずみさの 令和4年1月号13


	税
	事業主のみなさんへ給与支払報告書の提出及び償却資産の申告は1月31日までに
	■給与支払報告書の提出
	■償却資産の申告
	■個人住民税は特別徴収で納めましょう！

	令和4年度市・府民税（個人住民税）主な改正点
	【住宅ローン控除の特例の延長】
	【セルフメディケーション税制の見直し】

	税務署からのお知らせ
	■令和3年分所得税などの確定申告
	■マイナポータルを活用して所得税の確定申告を簡単・便利に
	■給与所得者や年金受給者のための申告会場



